
平成 31（2019）年３月

岡山県保健福祉部

人材
育成ガイドライン

岡山
県職員保健師



はじめに

「人」は組織にとって最大の財産であり、その人材育成の取り組みが活気ある職場環境づくり

や職員としてのアイデンティティの確立、継承につながっていくものです。

中でも住民に最も近い地域というフィールドで活動する保健師の人材育成は、その成果が地

域保健活動の質や広がり、さらには健康なまちづくりの推進に影響してくるものであると思い

ます。

岡山県は、保健師活動を行政における重要な活動として位置づけてきてきた歴史があります。

昭和８（1933）年に保健師活動の始まりと言われる「公衆衛生訪問婦協会」が大阪に創立され

ると、その翌年に本県から看護婦を派遣させ、早期から保健師教育の準備に取り組んでいます。

その後、本県保健師の地域活動は、保健婦規則制定以前の昭和 13（1938）年に設置された岡山

保健所に配属された３名の保健師によって始まり、その歴史を刻んできました。

この頃から時代は大きく変化しましたが、本県の保健師は常に地域の実態を見つめながら、

そこに暮らす住民の「生命と暮らし」を衛る活動を続けてきました。

現在、地域では少子高齢化が進み、個人の価値観の多様化などにより、地域のつながりは徐々

に希薄となり、住民の孤立や児童・高齢者・障害者虐待を始めとした重大な健康課題が顕在化

しています。

また、疾病構造の変化や医療制度改革、グローバル化の進展などにより、保健・医療・福祉

を取り巻く環境が大きく変化するとともに、新興・再興感染症や災害時の健康危機管理など、

緊急度が高く複雑・多様化した健康課題への対応が保健師に求められる役割として重要性を増

しています。

このような多岐にわたる健康課題に対応し、住民ニーズに基づいた活動を展開していくため

に保健師は、常に専門性を磨き、自らの公衆衛生マインドを確認しながら成長を続けていくこ

とが重要です。

本ガイドラインは活動領域の広がった岡山県職員保健師が、どこに配属されても揺らぐこと

のない理念に基づき、互いに育ち合いながら質の高い活動実践ができる人材を育成する仕組み

とその具体的な方法を、組織内外の話し合いや学識経験者のご意見を踏まえて策定したもので

す。

本ガイドラインが各職場で活用され、保健師一人ひとりが育つことで、県民や地域の健康づ

くりにつながっていくことを期待します。

岡山県保健福祉部　　　　　　

部長　中谷　祐貴子
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Ⅰ 岡山県職員保健師
人材育成ガイドラインについて

１ 策定の背景 

国は、平成 25(2013) 年４月の厚生労働省健康局長通知において「地域における保健師の保健活動に

関する指針」を示し、保健師は住民と地域の健康の向上のために知識や技術を発揮することが必要であり、

保健・医療・福祉等の関係者と連携、協働した活動が展開できる保健師の育成が重要だとしました。…

さらに、平成 28(2016) 年３月には「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ」

の中で、保健師には研修に加え、各自治体の人材育成計画に沿ったジョブローテーション等も含めた組織

的人材育成の推進が重要とし、各保健師の能力の成長過程を段階別に「自治体保健師の標準的なキャリア

ラダー」として示しました。…

本県も、これまで保健師の人材育成に力を入れてきましたが、保健師の年齢構成や経験年数の偏り、分

散配置等から、個々人や職場だけの努力で専門職の成長を促していくことが困難な状況になっています。…

そのため、職場内外の研修の質を高めていくだけでなく、保健師として積みあげていく様々な経験が専

門職としての成長につながるよう、ジョブローテーションや育成体制を含めて保健師の成長を組織で後押

しする仕組みを示していくことが必要となり、「岡山県職員保健師人材育成ガイドライン」（以下、本ガイ

ドライン）の策定に至りました。

…

２ 策定の目的 

本ガイドラインは、岡山県職員として活動する保健師（以下、県職員保健師）が、県政の基本目標であ

る「すべての県民が明るい笑顔で暮らす生き活き岡山の実現」に向けて、その一翼を担う専門職として力

を発揮できるよう組織的、継続的な育成の仕組みを示すものです。…

また、県職員保健師がどこに配属されても「目指す姿」を意識し、互いに育ち合いながら住民ニーズに

基づいた「健康なまちづくり」を実践していく力量を常に高めていくことを目指して策定、活用するもの

です。

…

３ 県職員保健師の現状 
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コラム　保健師川柳・・・「訪問で　あった出来事　身振り手振り」 

平成12（2000）年度までの保健所保健師は、「保健課　保健係」という１つの「係」に全員が

所属していて、県職員保健師全体で年間延約 4,300 件（現在の約 2倍）の訪問を実施していました。

この川柳にある光景は保健課でよく見られるものでした。当時は担当地区に関しては母子、精神、

結核、感染症と分野を問わず地区担当保健師がすべてを訪問しており、訪問から帰った後は先輩、

後輩の垣根を超えてその様子を伝え合い、職場内で自然に「岡山弁による訪問の評価」がなされ

ていました。…

○県職員保健師の家庭訪問件数の推移
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岡山県職員保健師人材育成ガイドラインについて　Ⅰ

○県職員保健師の将来像

○県職員保健師の現状から見た今後の方向
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４ 位置づけ・骨子等 

本ガイドラインは、岡山県人材育成基本方針（平成 26(2014) 年１月）で示された「求められる職員像」

を基本に、専門職として活動する保健師の目指す姿を明らかにするとともに、人材育成の具体的方針及び

その仕組みを示すものです。…

また、既に策定した岡山県新任保健師実践プログラム（平成 21(2009) 年３月）及び指導者に育つた

めのプログラム〜中堅保健師からの発信〜（平成 23(2011) 年３月）については、経験年数等に応じて

本ガイドラインとつながりを持たせて活用します。…



5

岡山県職員保健師人材育成ガイドラインについて　Ⅰ

5  活用について 

（１）ガイドラインの活用 

本ガイドラインでは、「岡山県職員保健師の目指す姿」やそれを達成するための活動目標を示し、保

健所やそれ以外の部署においても保健師として「目指す姿」を確認することで配置先での役割を明確に

し、質の高い活動展開を図るための参考とします。…

また県の人材育成に関する方針や体制と整合性を図り、人事評価制度で把握していく「職務遂行を通

じて発揮したい能力」と「業務実績」を本ガイドラインで示すキャリアラダーや人材育成支援シートを

用いることで、県職員保健師の能力開発の参考としても活用します。…

さらに組織内部だけでなく、人材育成に関連する教育関連機関との協働や連携等にも活用していきま

す。…

…

（２）活用に向けた具体的取組 

◦組織として取り組むこと…

本庁保健福祉部主管課及び保健所等各職場においては本ガイドラインに基づき、人材育成計画の策

定や保健師の資質向上に向けた企画・調整を行い、人材育成の体制整備を一元的に行います。…

また、積み上げてきた経験が個々の保健師の成長につながるよう、効果的なジョブローテーション

を含めた人材育成体制について人事部局とも共有していきます。…

◦個人として取り組むこと…

保健師個人が職業人として自律的に高度な専門能力を系統的に獲得していくための参考とします。

本ガイドラインの具体的活用例をP38〜 P39 に示しています。…

…

６ 評価・見直し

本ガイドラインの内容、活用の実態等を年度末の保健所・支所保健課業務連絡会議（以下、課長会）、

地域保健業務担当者会議（以下、班長会）において相互の情報交換を基に評価し、必要な修正や取組を加

えていくとともに、時代背景に合わせて５年目に中間見直しを行い、１０年目に全体の改訂を行います。

コラム　保健師川柳・・・「あの頃の　班長さんは　どうしてた？」 

　　　　　　　　　　　　　　…「先輩なら　どうするだろうと　問う今日も」 

人材育成は、個々の保健師の育ちたいという意志が基盤となりますが、後輩は先輩を見ながら、

先輩は後輩を育てながらと、互いに育ちあう環境の中で成長していきます。同じ専門職同士話し

合ったり、ともに活動する中で気づきを共有し、共感していくことが「暗黙知」の継承にもつな

がるのではないでしょうか。
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岡山県職員保健師の目指す姿Ⅱ

県職員保健師の「目指す姿」は、県政において、最上位に位置する総合計画であり、県政推進の羅針盤

である「新…晴れの国おかやま生き活きプラン」の基本目標の達成と連動するものです。

今回本ガイドライン策定にあたり、平成 29(2017) 年度に県職員保健師全員が所属や職位ごとのグルー

プ、さらには分散配置先を含めたグループで話し合いを重ね、「岡山県職員保健師の目指す姿」を定義し

ました。

住民や地域を取り巻く環境や健康課題はこれからも常に変化し、県職員保健師にはその時代のニーズに

合った対応が求められることから、今後も保健師の配属先は多岐にわたっていくと思われますが、私たち

はどこでどのような立場で活動しても、県職員保健師として常に「目指す姿」を意識し、前向きに真摯に

専門職としての役割を果たしていきます。
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岡山県職員保健師の目指す姿　Ⅱ

話し合いの中から、「目指す姿」に取り上げた一つひとつの言葉についても全員が共通の認識を持って

いることが大切だという確認ができました。

「公衆衛生看護活動とは何か」「その人らしく生き活きと暮らす」とはどういうことか、多くの話し合い

の中から次のような「共通の認識」ができました。

「公衆衛生看護活動」とは

◦対象と主体は、担当地域に暮らす全てのライフステージ、健康レベルにある住民

・声なき声を聴き、本人も気づいていない健康ニーズをキャッチする。

・住民の生い立ち、生き方、家族背景等を大切に見ていくことを心がける。

・住民に切れ目ない支援を行い、ドロップアウトする人をキャッチする。

・支援を拒否する人に対しても、「健康レベルを向上させる」必要性により関わる。

◦ニーズ指向性のある活動

・住民のデマンド（〜して欲しい）をニーズ（〜が必要）に変換する。

・対象の背景を理解するように努め、その人らしさを大切に、その人の力を引き出すことがで

きるよう寄り添い、支える。

◦個別の健康課題から地域全体の健康課題の解決と健康レベルの向上を図る

・担当地区に関心と責任を持つ。（市町村とのつながりを常に意識し、担当業務は違っても、

職場内外で地域に軸を置いた話し合いを行う）

・地域の「あるべき姿」を描く。

・地域の実情に常に目を向け、地域診断に基づき根拠を持った保健活動を PDCAサイクルで

展開する。

・健康課題に１対１（個別支援）で解決を図ることはもとより、地域全体の解決につながるよう、

システム化を図る。

・ネットワークづくりと市町村、関係機関との連携を推進する。

・社会資源の開発、活用、管理 (モニタリング )を行う。

◦予防活動の展開

・科学的根拠に基づき、結果を予測できるよう、知識・技術の習得に努める。

・社会情勢や地域の状況から、将来を見据えた健康施策を展開する。

◦ヘルスプロモーションに基づく組織的活動の展開

・住民や関係機関・団体、組織内での話し合いの場の設定と意見の出やすい環境づくりを大切

にする。

「その人らしく生き活きと健康に暮らす」とは

◦住民自身が、望む生き方、望む生活をイメージでき、それに向かう意志が持てる

◦住民が地域で孤立することなく生活できる

◦住民が生き甲斐を持って生活できる

◦住民の不安が軽減される

◦住民の生活力が高まる

◦住民一人ひとりの尊厳が保たれる
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岡山県職員保健師人材育成体制Ⅲ

１ 組織及び人の体制

県職員保健師の人材育成には、日常の業務を通じて行われる「職場内研修（以下、ＯＪＴ）」、職場を離

れて実施される研修等の「職場外研修（以下、off－ＪＴ）」に加えて、計画的な「ジョブローテーション」

や「自己啓発」が重要です。

これらが効果的に行われるために、本県では次のような人材育成体制を構築しています。

（１）県職員保健師人材育成体制図
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岡山県職員保健師人材育成体制　Ⅲ

（２）県職員保健師の人材育成に果たす各保健師の役割
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２ 岡山県の特徴的な保健師人材育成体制

保健師は地域保健活動の実践者であり、専門職として力量を高めていくには、日々の実践が最も大きな

学びの場となります。

「職場は大事な能力開発の場である」という意識を保健師全員が持ち、ＯＪＴの実践力を高めていくた

めに、本県独自に次のような体制整備を行っています。

（１）OJT と off―JT の連動に取り組む体制

人材育成には日々のOJTが最も大切であり、一人ひとりの保健師が効果的なOJTを実践できる力

を常に磨いていくことが必要です。

本県では、研修の場を管理期保健師のOJT実践力の向上につなげる場としても位置づけ、研修をそ

の前後のOJTと連動させて研修参加者を職場や県全体で支えていく仕組みをとっています。

１）研修参加者への組織的サポート

研修レポート等をとおして、研修の学びを参加者とともに確認し、さらにそれを実践に生かすこと

ができるよう、保健所統括保健師やファシリテーターが中心となって職場内で活発な話し合いを行い

ます。

この取組により、公衆衛生看護の理論と現場の実践がつながる「気づき」を参加者から引き出すこ

とができるようにサポートします。

また、この取組を市町村の研修参加者やその上司等を巻き込んで実践していくことで、市町村の人

材育成にもつながる働きかけを行います。

２）各保健所から研修会へ派遣するファシリテーター

保健師専門研修は、参加者同士双方向の交流をとおして各々が持つ様々な経験を共有し、研修効果

を高めていく目的でグループワークに主眼を置いています。この話し合いを効果的に進めるために重

要な役割を果たすのがファシリテーターであり、各保健所から派遣します。

ファシリテーターは、参加者同士の発言を促し、聞き役に徹しながら話し合いが研修の目的達成に

向かうように働きかけるなど、高いスキルが求められるため、概ね管理期前期・後期以降の保健師を

中心に選出し、研修を支える指導者としての役割も果たします。

ファシリテーターの経験は、OJTに必要な「聴く力」「引き出す力」に加えて、公衆衛生看護のコ

アと保健師の実践場面を結びつけて「言語化し、伝える力」を身につけていくことになり、研修をと

おして、ファシリテーター自身も成長していきます。
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岡山県職員保健師人材育成体制　Ⅲ

（２）業務の中で行う人材育成

地域保健法施行以前から、市町村とともに実施してきた「保健活動計画評価」や「管内地域保健福祉

従事者研修会」等は現在も市町村と共有、協働しながら実施しています。

保健活動計画の立案や評価の過程において行う職場内や市町村との話し合いは PDCAサイクルに基

づく活動の視点や保健師ならではの地域の情報や健康課題の捉え方を言語化、可視化して共有していく

ものであり、各期の保健師が互いに活動の質を確保する大切な機会と位置づけています。

また保健所管内で行う研修会はハウツーにとどまらず、そのねらいに応じて企画運営から工夫するな

ど、各期に応じた役割が発揮できるようにすることが大切です。

その他、保健師学生の実習受け入れ時にも、その実習プログラムにどういったねらいや工夫を取り入

れていくか、担当者をはじめ保健師は自身の公衆衛生活動をどう語り、見せていくかを振り返ることが

必要となります。

いずれにしても業務を遂行する中で必要なスキルは何か、ラダーとの関連性を意識しながら経験に応

じた業務での役割の意味を見い出すことが保健師としての成長に繫がります。
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（３）「教える」役割を経験することで管理期保健師が成長していく仕組み

本県では、現場の人材育成の要となる保健所統括保健師が一堂に会して現状を話し合いながら「新任

保健師研修会」を企画し、研修会で自らが「教える」ことを経験する体制をとっています。

この取組により、新任期保健師の配置がない保健所も市町村を含めた県全体の保健師の状況を把握す

ることができ、「新任期保健師をどう育てていくか」という方向性を共有し、統括保健師と保健所統括

保健師同士が意見交換しながら、自組織だけでなく県全体の保健師を育成するという意識を高めていく

ことができます。

また、研修を通じて把握した新任の苦手なところや不安に思っていることを研修後のカンファレンス

で共有し、指導者自身もどのような働きかけや伝え方をすれば新任期保健師の不安軽減や保健師として

の力量形成やモチベーションアップにつながるのかを考えることができ、効果が上がった方法をOJT

に生かすこともできます。

（４）本県独自の体制を継続することで目指すもの

業務多忙な保健所から off- ＪＴに管理期保健師が出向き、県全体の保健師人材育成に役割を果たして

いく仕組みを継続することは、職場の状況によっては負担も大きいものです。

しかし、この実践の継続が管理期保健師のＯＪＴ実践力の向上につながるとともに、各管内市町村の

新任期・中堅期保健師と顔の見える関係ができ、人材育成だけでなく様々な地域保健活動において、保

健所との連携・協働が推進されていくことを目指します。

また、ファシリテーターを経験した保健師がやがて班長、課長となることで「忙しくても県全体で保

健師を育てていく体制を大事にする」ことを継承していくことも目指しています。

コラム　保健師川柳・・・「武勇伝　熱く語れば　退く若手」 

　　　　　　　　　　　　　　…「この思い　熱く語れど　伝わらず」 

一方的な先輩の経験談で、新任保健師のマインドは育ちません。経験を語ることは保健師活動

の伝承に大切なことではありますが、「なぜうまくいったのか」「どのような仕掛け、仕組みを考

えたのか」など専門技術の継承にこころがけましょう。

＜保健所統括保健師が新任保健師研修の企画・運営に携わる意義＞

◦保健所管内の人材育成責任者としてのスキルの向上と意識の醸成が図られる。

◦県全体の人材育成を俯瞰することで管内の課題もわかる。

◦お互いの管内の取り組みを知ることで地域特性に応じて人材育成に応用できる。

◦集合研修から職場 OJT への波及やフィードバックができる
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岡山県職員保健師人材育成体制　Ⅲ
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岡山県職員保健師人材育成体制　Ⅲ

３ 具体的ＯＪＴの実践例

 （１） 家庭訪問後の場面を活用したＯＪＴ
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（２）人材育成に係る所内話し合いの取組
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岡山県職員保健師人材育成体制　Ⅲ

（３） 事例検討会を活用した取組
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（４） 保健所相互が連携した新任保健師育成の取組
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岡山県職員保健師人材育成体制　Ⅲ

４ 岡山県地域保健関係職員（保健師等）の研修体系

本県の地域保健関係職員の研修体系は次のとおりであり、県職員保健師の研修もこの体系に組み込まれ

ています。研修の受講にあたっては、個々の保健師のキャリアレベルに合わせた配慮を心がけていくこと

で、研修効果がさらに高まります。
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岡山県職員保健師の
キャリアラダー

Ⅳ

１ 基本的考え方

キャリアラダーとは、保健師の職務内容や必要なスキルを明確にしたもので、採用時から管理期まで、

はしごを昇るように専門職として成長していくキャリア向上の道筋を示すものです。

本県でも、新採用の保健師には職務経験のある者が増加し、育休等の取得期間の長期化や分散配置等に

より、保健師の専門能力を獲得していく過程は経験年数に応じて一様ではない状況です。このことから、

業務を通じて個々の保健師が獲得した能力を自分自身で確認し、上司や職場の同僚等と話し合いながら個

人に合った成長のプロセスをたどっていくためのラダーが必要となります。

本県のキャリアラダーは、保健師の省察を促し、自身の立ち位置をわかりやすくするため、実践事例と

関連させて示しています。

（１）岡山県職員保健師のキャリアラダーについて

１）国が示した「自治体保健師の標準的キャリアラダー」（以下、標準的ラダー）６つの活動領域（１対

人支援活動、２地域支援活動、３事業化・施策化のための活動、４健康危機管理に関する活動、

５管理的活動、６保健師の活動基盤）を基本とし、県職員保健師には「市町村支援」を加える必要

があるという合意の元、活動領域６に「市町村支援」を独自に加え、「保健師の活動基盤」を７に

位置づけています。

２）国が示した各期の求められる能力を、普段実施している具体的な業務と関連させ、「何ができてい

ることが、その能力を獲得したことになるか」という視点を各保健所内の話し合いをベースに盛り

込み、獲得した能力を判断する目安としてラダー表に例示し、岡山県版ラダーとしています。（以下、

岡山県版ラダー）

３）２）の例示を参考にしながら、年度始めに自身に該当する「私のキャリアラダー表」の様式Ａ・Ｂ１

〜３を選択し、実践活動をキャリアレベルに対応させながら記述していきます。年度途中から年度末

にかけて獲得できた能力を随時加筆していき、到達状況に応じてＡ表からＢ表に移行していきます。

４）「私のキャリアラダー表」の記載は、県職員保健師全員が行い、上司と共有します。また、個人の

記載を基に職場全体で到達度等を話し合うことで、気づきがさらに引き出される効果も期待できる

ことから、班長、課長はキャリアラダーを活用して積極的な話し合いの場を持つようにします。

◦「標準的ラダー」と「岡山県版ラダー」について　（P23 〜参照）
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岡山県職員保健師のキャリアラダー　Ⅳ

◦私のキャリアラダー表の記載プロセス（例）

①経験年数や標準的キャリアラダーに示されている各レベルの能力を読み込みながら、

自分自身がどのキャリアレベルに位置付いているかを確認し、「私のキャリアラダー

表」を選択します。

②自分のキャリアレベル及びその前後の業務の実践例（青字部分）を確認しながら、

担当業務と関連させて、できていると思うことをイメージしていきます。

③「私のキャリアラダー表」に、担当した業務や取り組んだ研究、研修などを振り返り、

各レベルの能力に合わせて「実践で達成できたこと」を記載していきます。

（２）経験年数等とキャリアラダー

本県では、これまでに策定した新任期・中堅期保健師実践プログラムの中で、経験年数に基づいて「新

任期」「中堅期」「管理期前期・後期」を定義しています。本ガイドラインの策定にあたり、経験年数とキャ

リアラダー、職位の目安を次のように位置づけます。



22

（３）市町村支援の充実を目指したキャリアラダー

県は、市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要に応じ人材の確保や資質の向上につ

いての技術的支援を行うことができます。（地域保健法第３条）これにより、県職員保健師は市町村保健

師と共に地域保健活動を行っています。市町村支援の中で大事にしていること等具体例を話し合ってみま

した。
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岡山県職員保健師のキャリアラダー　Ⅳ
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岡山県職員保健師のキャリアラダー　Ⅳ



26



27

岡山県職員保健師のキャリアラダー　Ⅳ
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岡山県職員保健師のキャリアラダー　Ⅳ
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岡山県職員保健師の
キャリアパス

Ⅴ

１ 基本的考え方

キャリアパスとは、保健師が業務経験や研修受講等で身につけた力を、キャリアラダーに示された能力に

応じてどのような部署で発揮し、次にどんな業務や職位をたどって成長していくのかを可視化したものです。

キャリアパスを確認していくことで個々の保健師は組織の一員として自身の将来像や目標を明確にする

ことができ、組織としても専門職が成長するプロセスを後押しします。

２ 具体的内容

県職員保健師のキャリアパスを採用後から県の職位やキャリアラダーに合わせてP35に示しました。

（１）県職員保健師としての実践及びそれを支える上司の支援

（２）家庭訪問を活動の基盤にした地域保健活動の取り組み

家庭訪問は、対象である住民の生活実態に迫るという最も重要な援助技術であり、特に保健師の行う家

庭訪問は、対象者から支援を求められなかったり、拒否される場合においても、受け入れられる信頼関係

を築きながら医学的、看護学的アセスメントに基づいて必要な保健サービスを提供することが求められま

す。これは他職種が相手との「契約」に基づいて行う家庭訪問と大きく違うところです。
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また、家庭訪問は個人や家族の健康課題の発見や改善につながるだけでなく、訪問から得た個々の健康

課題を束ねることで、地域に共通した健康課題を捉えることにもつながります。

保健師はその課題解決に向けた保健活動を展開し、地域全体の健康のレベルアップにつなげていく専門

職であり、この過程において事業の改善やネットワーク化、システム化を目指します。このプロセスで大

切なのは「住民主体」の活動がぶれないことであり、常に住民の生活（暮らし）をイメージして、それを

反映させた施策に取り組んでいく必要があります。

そのため、本県では新任期から公衆衛生看護活動の基盤となる家庭訪問のスキルを高めていくことに力

を入れていきます。

具体的な取組の一つとして、管理期後期（班長以上と企画部門、分散配置先保健師は除く）までの保健

師は年間延約 30件以上の家庭訪問を実施することを目標に実践します。

＜家庭訪問年間延 30 件の実践について＞

・平成 29(2017) 年度岡山県保健所保健師の１人あたりの訪問延件数（課長等を除く）と新任保健師

年間訪問延件数の平均がいずれも約 40件であったことから、どの地域、年代でも達成可能な目標値

として設定しました。

・数値目標を設定しましたが、件数をクリアすることが目的ではなく、日々のＯＪＴや職場内で柔軟

に話し合いや事例検討を行うなどして、常に個別支援の力量形成に努めていくことが、地域活動の質

や政策形成能力の向上につながることを意識していくために取り組むものです。

・新任期では、保健師が所属する班が相互に協力し、新任期保健師がどの班に所属しても家庭訪問が

実施できるよう配慮します。

（３）事例検討会の積極的実施と参画

事例検討は、対象者の処遇のみならず、保健師の「状況判断能力、対応能力」を養い、支援の幅、サー

ビスの選択肢の幅を広げることにつながります。さらには、保健師同士が互いの対象の見方や支援の方向

性をすりあわせ、共感することで相互に専門性を高めていくことにもなります。

また、事例検討を行うことで、対応困難なケースを保健師一人が抱え込むことなく、組織として対応す

ることができます。

このようなことから、本県では事例検討会を重要な業務として位置づけ、職場内外で保健師同士、また

は多職種と積極的に事例検討会を実施していく取組を進めていきます。

特に保健所に所属する保健師は、自身の支援を省察していく機会として、年間１例以上の事例提供がで

きるようにします。

（４）ジョブローテーション

人材育成を進めるためには、ＯＪＴや研修はもとより、業務の実態を踏まえながら、多様でバランスの

取れた異動サイクルを確立する必要があります。

「岡山県人材育成基本方針」では、特に若手職員は多様な職場や業務を経験することで、自己の適性の

発見や幅広い視野を養うことが期待できることから、採用後 10年以内に本庁と出先機関等異なる分野を

複数経験できるよう、３年程度で配置転換を行うジョブローテーションを実施することになっています。

保健師も同様にジョブローテーションを人材育成の重要な経験と位置づけ、特に新任期保健師は採用後、

先輩保健師からＯＪＴを受けられるように、可能な限り保健師が複数配置されている部署に配置すること

が望ましく、10年以内に保健所内の様々な班を経験できるようにします。

また、管理期になるまでには本庁や福祉、企画部門など保健所以外の部署を経験できるようにすること

で幅広く専門性を高めていけるようにします。
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岡山県職員保健師のキャリアパス　Ⅴ

（５）育休等保健師のモチベーションを担保する仕組み

育休等で長期間職場を離れることは、後の職場復帰に向けて不安も大きいものです。しかし、一方では

職場を離れ、一住民として様々な医療や保健福祉サービスを受け手として経験する貴重な機会にもなりま

す。

これらの経験が、今後の職務の遂行に生かせることがあるという認識を持ちながら、子育てや介護等に

安心して専念できるよう、個人、職場でできることに取り組んでいきます。

＜個人が取り組むこと＞

・体調管理に留意し、状況に応じて職場への連絡や相談を行います。

・産休・育休に入る前には、早めの引き継ぎ準備に努めます。

・妊娠・出産・育児経験を保健師活動に生かすことができるよう、地域住民として地域活動や仲間づ

くりの場に参加したり、母子保健施策を利用する立場で感じたことを書き留めておくなど住民目線の

感性を大事にしていきます。

・育休中等でも参加可能で、託児サービスも行われている岡山県職員保健師会などにも参加しましょう。

＜職場・本庁が取り組むこと＞

・本人の体調に応じた業務配分を心がけ、休憩室を確保する等環境整備に努めます。

・代替職員の確保等に努めます。

・職場復帰の相談会や職能団体等による研修の機会などについて情報提供を行います。

・産休・育休により受講できなかった専門研修は、復帰後速やかに受講できるように配慮します。

コラム　保健師川柳・・・「老親を　看取りてさらに　反省し」 

介護経験に限らず、家族や自身の病気、子育ての悩みなど長い職業人生の中で人として様々な

経験に直面します。そうした経験がさらに対象者の気持ちを深く思うことに繫がることもあるで

しょう。職場を離れた人が復帰する時にはそうなれるよう、職場でもバックアップしたいものです。

コラム　保健師川柳・・・「引き継ぎは　方法でなく　マインドを」 

引き継ぎは保健師として働く限り、様々な機会で必要となってくるものです。単に事業の方法

や手段を伝えるのではなく、その事業は何を目指していて、そのために今、課題となっているこ

とは何か等「地域や住民のあるべき姿」を描いた引き継ぎを心がけたいものです。
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３　岡山県職員保健師のキャリアアップに向けた研修概要

（１）保健師専門研修等

（２）地域保健関係職員県外研修　保健福祉部主管課主体で派遣する研修に限る
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岡山県職員保健師のキャリアパス　Ⅴ
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岡山県職員保健師
人材育成支援シート

Ⅵ

１ 活用方法

「岡山県職員保健師人材育成支援シート」（以下、人材育成支援シート）は、保健師が年度ごとに個人の

目標設定を行い、業務経験や研修受講状況等を記載することで、自分自身を振り返るツールです。

本シートを活用することで、県職員保健師が自身の「目指す姿」と常に向き合い、１年間の活動を継続

的に記載していくことで自身の専門職としての成長を確認していきます。

このプロセスは省察を促し、自分自身の成長を確認することにつながるとともに、今後さらに成長して

いくために必要な経験や業務、受講すべき研修等を考えていくことになります。

また、職場では上司との面談等で活用することにより、自分の目指す将来像の実現に向けてアドバイス

を受けることができます。

２ 記載方法・留意点等

◦目指す保健師像

年度当初に各期の様式の欄に記載します。「目指す保健師像」は経験を重ねることで変化していくと考

えられるため、記載した内容は削除せず、末尾の（　）内に年月を記載し、継続的に書き加えていきます。

こうすることで、保健師としての成長のプロセスを振り返ることができます。

◦今年度の活動目標・今年度取り組みたいこと

自身の担当業務などから、１年間の目標を設定し、目標達成のために具体的に取組みたい事業や活動、

受講したい研修等を具体的に記載します。

◦目標に対する評価について

各期ごとの項目（新任期⑦〜⑨、中堅期・管理期⑧〜⑩）を記載することで、１年間の自分の活動を振

り返り、目標の達成度を自己評価します。具体的に記載していくことで次年度へ向けたステップを考える

契機とします。

◦新任期に経験したことで印象に残ったこと（新任期）

新任期には、対応した事例や組織等の住民、市町村を始めとする様々な関係機関との関わりをとおして

感じたことが保健師としての成長を促す貴重な経験となります。新任期に感じたことを随時書き残すこと

で、専門職として常に省察していく意識を根付かせていきます。

具体的な記載内容についてはP37「記載例」を参考にしましょう。

◦留意点等

「人材育成支援シート」はあくまで保健師個人が自身のキャリアや成長を振り返り、確認して次のステッ

プにつなげていく資料として記載するものです。上司等との面談の際に提示・共有し、将来のキャリア形

成に向けてアドバイスを受ける等、積極的な活用を進めていき、個人が退職まで継続的に保存、保管して

いくものです。
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岡山県職員保健師人材育成支援シート　Ⅵ
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岡山県職員保健師人材育成
ガイドラインの具体的活用例

Ⅶ
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岡山県職員保健師人材育成ガイドラインの具体的活用イメージ　Ⅶ
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参考）キャリアラダーを活用した職場内の取組
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資…　料

１　岡山県の保健師活動の変遷

２　岡山県が行う研修でのファシリテーターの役割

３　様式

　　（１）岡山県職員保健師人材育成シート（新任期・中堅期・管理期）

　　（２）私のキャリアラダー（Ａ・Ｂ－１・Ｂ－２・Ｂ－３）
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資　料

２ 岡山県が行う研修でのファシリテーターの役割

★ファシリテーターとは？

会議などの組織活動において、中立的な立場から進行をサポートするファシリテーションとい

う役割を担う者のことです。

★ファシリテーターのコツ
主役は「参加者」！（ファシリテーターは話し合いの場を仕切らない）
客観的立場に自分を置く（先入観を持たず、議論に一緒に入り込まない）
話し合いの場の様子を把握し、状況に合わせて必要と感じたときに介入する。

＜研修前＞

◆研修目的を確認し、事前に配布される受講者の研修課題（レポート）を熟読して、受講者が取

り組みたいと思っていることが研修の時により鮮明になるよう、問いかけの引き出しを持って

おきましょう。

◆会議開催前に、ファシリテーター全員が集まって簡単な意見交換や情報共有を行います。事前

にファシリテートが難しいと感じている所を伝え合い、対応の方向性を話し合いましょう。

＜研修中＞

◆安心・安全な話し合いの場づくり

・メンバーの話を積極的に聴き、メンバーにもそうするよう促しましょう。

・メンバー個人やメンバーの発言が批判されたり無視されることがないよう保護しましょう。

……受講者の取り組みたいと思っていること、困っていること等をまずは、受け止めましょう。

◆対話・発散の促進

・発言者が偏らないようにし、課題に対してメンバーから自身の経験等に基づいて自由な意見

が出るように働きかけましょう。

・メンバー同士の話し合いが促されるような働きかけをしましょう。

・メンバーの発言にアンテナを高くして、大事なところをグループメンバーで共有しましょう。

　例えば・・・ネガティブな発言でも、本人は気づかず「公衆衛生看護」を語っている場面が

あります。受講者の「お宝発言」を聞き逃さず、意味づけできるようにしましよう。

・メンバーへの質問は、発言に込められた意味を掘り下げることに注目しましょう。

◆収束支援と合意形成

・メンバーの発言を整理し、要約できるよう心がけましょう。

・意志決定やコンセンサスに向かう道筋を支援しましょう。

・グループが進歩と成長を自己評価するように働きかけましょう。

＜研修後＞

◆ファシリテーター同士が情報を共有し、研修目的の達成度や進捗状況を話し合いましょう。

◆担当したグループ内で今後の実践に向けて、メンバーの上司等に研修で気づいたこと等を伝え

た方が今後の研修が効果的になると考えられる場合には、職場に伝える役割も担いましょう。

★このような役割を果たすためにファシリテーターに必要な以下のスキルを身につけていきま

しょう。このスキルを身につけることで自身のＯＪＴの実践力向上につながっていきます。

参考）フラン・リース「ファシリテーター型リーダーの時代」
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